
学校・親子でチャレンジ！

ライツの◯×クイズ
　子どものライツの◯×クイズにチャレンジしてみよう！　右の空

くう

欄
らん

に、正しいと思ったら◯を、

まちがいと思うものには×を書いてね。『主人公はきみだ』巻
かん

末
まつ

ふろくにヒントがあるよ。

１、子どもとは、20 歳
さい

未
み

満
まん

のすべてのひとのこと。

	 	 子どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

第
だい

１条
じょう

２、おとなはいつも、子どものイノチと成長にとっていちばんよいことを大切に考えなけ

　　ればならない。

	 	 子どもの権
けん

利
り

宣
せん

言
げん

第
だい

2 条
じょう

／子どもの権利条
じょう

約
やく

第 3条

３、外見や話す言葉や考え方がちがってもどんな家に生まれても、子どもは差別されない。

	 	 世
せ

界
かい

人
じん

権
けん

宣
せん

言
げん

第
だい

1・2・７条
じょう

／子どもの権利宣言第１条／

	 	 子どもの権利条
じょう

約
やく

第２条／日
に

本
ほん

国
こく

憲
けん

法
ぽう

第 14 条

４、教育を受けるのは子どもの義
ぎ

務
む

で、その目的は、お金をかせげるおとなになること。

　　　　　　	 世
せ

界
かい

人
じん

権
けん

宣
せん

言
げん

第
だい

26 条
じょう

／子どもの権利宣言第７条・10条／

	 　　　	子どもの権利条
じょう

約
やく

第 28条・29条／日
に

本
ほん

国
こく

憲
けん

法
ぽう

第 26 条

５、外国人の子どもや、不登校や病気で学校に行けない子どもも、教育を受けられる。

	 	 世
せ

界
かい

人
じん

権
けん

宣
せん

言
げん

第
だい

26 条
じょう

／子どもの権利宣言第５条・第７条／

	 	 子どもの権利条
じょう

約
やく

第 23・25・28条／日
に

本
ほん

国
こく

憲
けん

法
ぽう

第 26 条

６、日記や手紙やメールを、おとなにかってに見られたり、内
ない

容
よう

や相手についてとやかく

　　いわれたりしても、子どもは文
もん

句
く

をいえない。

　　　	 	 世
せ

界
かい

人
じん

権
けん

宣
せん

言
げん

第
だい

12 条
じょう

／子どもの権利条
じょう

約
やく

第 16条／日
に

本
ほん

国
こく

憲
けん

法
ぽう

第 21 条

７、おとなに従
したが

わない子どもは、体
たい

罰
ばつ

を受けてもしかたがない。

　　　	 	 世
せ

界
かい

人
じん

権
けん

宣
せん

言
げん

第
だい

5 条
じょう

／子どもの権利宣言第 9条／

	 	 子どもの権利条
じょう

約
やく

第 19・37条／日
に

本
ほん

国
こく

憲
けん

法
ぽう

第 18・31条

ヒント

ヒント

ヒント

ヒント

ヒント

ヒント

ヒント
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８、休み時間やあそびや芸
げい

術
じゅつ

活動は、子どもが勉強したごほうびにあたえられる。

　　　	 	 世
せ

界
かい

人
じん

権
けん

宣
せん

言
げん

第
だい

24・27 条
じょう

／子どもの権利宣言第７条／

	 	 子どもの権利条
じょう

約
やく

第 31 条

９、両親が離
り

婚
こん

するようなときなど、子どもは自分の意見をおとなに伝えることができる。

　　　	 	 子どもの権利条
じょう

約
やく

第
だい

12 条
じょう

10、戦争や人手不足のときは、子どもをやとって、はたらかせてもよい。

　　　	 	 子どもの権
けん

利
り

宣
せん

言
げん

第
だい

8・9 条
じょう

／子どもの権利条
じょう

約
やく

第 32・38条／

	 	 日
に

本
ほん

国
こく

憲
けん

法
ぽう

第 27条

11、家に食べるものがないほどまずしくて、子どもがこまっているとき、助けてもらえる

　　かどうかは、			親や保
ほ

護
ご

者
しゃ

がはたらいているかどうかによる。

　　　	 	 世
せ

界
かい

人
じん

権
けん

宣
せん

言
げん

第
だい

25 条
じょう

／子どもの権利宣
せん

言
げん

第 4条／

	 	 子どもの権利条
じょう

約
やく

第 26・27条／日
に

本
ほん

国
こく

憲
けん

法
ぽう

第 25 条

12、子どもが自分の考えを表
ひょう

現
げん

したり、グループで集会をひらいたりするには、あらか

　　じめおとなの許
きょ

可
か

がいる。

　　　	 	 世
せ

界
かい

人
じん

権
けん

宣
せん

言
げん

第
だい

19・20 条
じょう

／子どもの権利条
じょう

約
やく

第 13・15条／

	 	 日
に

本
ほん

国
こく

憲
けん

法
ぽう

第 21条

13、子どもが、子どもにとって役に立ついろいろな情
じょう

報
ほう

にふれられるように、おとなは

　　協力して努力しなければならない。

　　　	 	 子どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

第
だい

13・17・42 条
じょう

ヒント

ヒント

ヒント

ヒント

ヒント

ヒント
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ぜんぶわかったかな？　３枚
まい

目
め

に答えと解
かい

説
せつ

があるよ。



			　ライツの◯×クイズ 答えと解
か い

説
せ つ

答え：１×　２◯　３○　４×　５○　６×　７×　８×　９○　10 ×　11 ×　12 ×　13 ◯

１、『子どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

』では、18 歳
さい

未
み

満
まん

のすべてのひとを「子ども」としています。日本では

　　現
げん

在
ざい

、成人年
ねん

齢
れい

は 20 歳以上、選
せん

挙
きょ

権
けん

は 18 歳以上ですが、2018 年の民法改正で 18 歳成人に

　　なりました（2022 年 4月から実
じっ

施
し

されます）。

２、おとなはいつも子どもに対して何かするときはその「最
さい

善
ぜん

の利
り

益
えき

」を考えなければなりません。

３、おとなとおなじように、すべての子どもは平等で、差別されません。

４、教育を受けることは、例外なくすべての子どものライツです。

　　おとなは子どもに初等教育を受けさせる義
ぎ

務
む

があります。初等教育は無料です。

　　教育の目的は本人の成長と自立だけでなく、たがいのライツを尊
そん

重
ちょう

しあい、世界平和につな

　　ぐ大きな目標があります。

５、教育を受けることはすべての子どものライツです。心や身体に障
しょう

がいのある子どもも、状
じょう

況
きょう

　　に応
おう

じて定期的に検
けん

査
さ

を受けたりし、その子に適
てき

した教育への援
えん

助
じょ

を受けるライツがあります。

６、私
し

事
じ

についてそっとしてもらえること、プライバシーが大切にされることは、子どもにとって

　　も大切なことです。（でも、かくしごとを多くするよりも、おとなに自分から交友関係を伝え

　　ておいたほうが、信
しん

頼
らい

してもらえるよ）

７、子どもへの体
たい

罰
ばつ

は、どんな形であっても、決してゆるされません。

８、休み時間やあそびや芸
げい

術
じゅつ

活動は、おとなと同様に大切な子どものライツです。

９、自分にかかわりのあることすべてについて、子どもはおとなに意見を伝えて、考えてもらうラ

　　イツがあります。（希望どおりにしてもらえない場合もあるかもしれないけれど、まずは伝え

　　ることが大切）

10、戦争のときも、人手不足のときも、子どもにはとくべつにまもられるライツがあります。

　　（家のお手伝いは、おとなになったときに役に立つから、すすんでしておくといいよ）

11、親がはたらいているかどうかにかかわらず、生活にこまっているときは、だれでも助けても

　　らうライツがあります。

12、子どもにも表
ひょう

現
げん

の自由があり、おとなの許
きょ

可
か

がなくても、自由に文章や絵をかいたりなにか

　　を作ったり、グループで集まったりできます。（でも、出かけるときには親に行き先と、だれ

　　といっしょかを伝えておくと、心配されずにすむよ）

13、子ども用の本を作って、子どもが手にとりやすいようすすめたり、図書館にならべたりする

　　ことも、おとなの役目です。とくに、『子どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

』をひろく知らせることは、『子ど

　　もの権利条約』に参加した国々の大切な約束です。
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